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〇
異
性
化
液
糖
及
び
砂
糖
混
合
異
性
化
液
糖

に
つ
い
て
の
製
造
業
者
等
の
認
定
の
技
術

的
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
二
七
七
七
）

M

〇
ぶ
ど
う
糖
に
つ
い
て
の
製
造
業
者
等
の
認

定
の
技
術
的
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
二
七
七
八
）

M

〇
削
り
ぶ
し
に
つ
い
て
の
製
造
業
者
等
の
認

定
の
技
術
的
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
二
七
七
九
）

〇
飲
食
料
品
及
び
油
脂
に
つ
い
て
の
検
査
方

法
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
二
七
八
〇
）

〇
単
板
積
層
材
に
つ
い
て
の
検
査
方
法
の
一

部
を
改
正
す
る
件
（
同
二
七
八
一
）

〇
単
板
積
層
材
の
格
付
の
表
示
の
様
式
及
び

表
示
の
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
二
七
八
二
）

〇
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定

め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
国
土
交
通
一
一
〇
〇
）

〇
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二
章
及
び

第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た

め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示
（
同
一
一
〇
一
）

N

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

P

特
殊
法
人
等

平
成
二
十
四
事
業
年
度
財
務
諸
表
（
独
立

行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
・
独
立

行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
）、
日
本

放
送
協
会
入
札
、
土
地
家
屋
調
査
士
名
簿

登
録
等
、
税
理
士
登
録
者
、
企
業
年
金
基

金
変
更
関
係

L
K

〔
省

令
〕

〇
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
国
土
交
通
八
八
）

J

〔
告

示
〕

〇
マ
カ
ロ
ニ
類
の
日
本
農
林
規
格
の
一
部
を

改
正
す
る
件
（
農
林
水
産
二
七
六
九
）

K

〇
削
り
ぶ
し
の
日
本
農
林
規
格
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
同
二
七
七
〇
）

L

〇
異
性
化
液
糖
及
び
砂
糖
混
合
異
性
化
液
糖

の
日
本
農
林
規
格
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
二
七
七
一
）

〇
ぶ
ど
う
糖
の
日
本
農
林
規
格
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
同
二
七
七
二
）

〇
単
板
積
層
材
の
日
本
農
林
規
格
の
一
部
を

改
正
す
る
件
（
同
二
七
七
三
）

〇
調
理
冷
凍
食
品
の
日
本
農
林
規
格
等
を
廃

止
す
る
件
（
同
二
七
七
四
）

〇
単
板
積
層
材
に
つ
い
て
の
製
造
業
者
等
の

認
定
の
技
術
的
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る

件
（
同
二
七
七
五
）

〇
マ
カ
ロ
ニ
類
に
つ
い
て
の
製
造
業
者
等
の

認
定
の
技
術
的
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る

件
（
同
二
七
七
六
）

地
方
公
共
団
体

解
散
命
令
、
行
旅
死
亡
人
関
係

Q
P

会
社
そ
の
他

Q
Q

会
社
決
算
公
告

R
J

〇
国
土
交
通
省
令
第
八
十
八
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
十
一
条
（
同
法
第
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）、
第
五
十
八
条
の
二
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
車
線
逸
脱
警
報
装
置
）

第
四
十
三
条
の
六

自
動
車
に
は
、
車
線
逸
脱
警
報
装
置
（
自
動
車
が
走
行
中
に
車
線
か
ら
逸
脱
し
よ
う
と
し
て
い

る
、
又
は
逸
脱
し
て
い
る
旨
を
運
転
者
に
警
報
す
る
こ
と
に
よ
り
自
動
車
の
車
線
か
ら
の
逸
脱
を
防
止
す
る
装
置

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ

り
を
有
す
る
軽
自
動
車
並
び
に
被
牽け

ん

引
自
動
車
を
除
く
。）で
あ
つ
て
乗
車
定
員
十
人
以
上
の
も
の
及
び
貨
物
の
運

送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
並
び
に
被
牽け

ん

引
自
動
車
を

除
く
。）で
あ
つ
て
車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
も
の
に
備
え
る
車
線
逸
脱
警
報
装
置
は
、
安
全
な
運
行
を

確
保
で
き
る
も
の
と
し
て
、
車
線
か
ら
の
逸
脱
の
検
知
及
び
警
報
に
係
る
性
能
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
十
二
項
中
「
第
四
十
三
条
の
五
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
三
条
の
六
第
二
項
」
を
加
え
る
。

（
装
置
型
式
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
五
号
の
八
を
第
五
号
の
九
と
し
、
第
五
号
の
四
か
ら
第
五
号
の
七
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

五
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
四

法
第
四
十
一
条
第
四
号
の
制
動
装
置
の
う
ち
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す

る
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車

並
び
に
被
牽け

ん

引
自
動
車
を
除
く
。）で
あ
っ
て
乗
車
定
員
十
人
以
上
の
も
の
及
び
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自

動
車
（
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
並
び
に
被
牽け
ん

引
自
動
車
を
除
く
。）で
あ
っ
て

車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
も
の
に
備
え
る
も
の
に
限
る
。）

第
二
条
中
第
十
一
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一
の
四

法
第
四
十
一
条
第
九
号
の
乗
車
装
置
の
う
ち
運
転
者
席
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
二
輪

自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
並
び
に
被
牽け
ん

引
自

動
車
を
除
く
。）で
あ
っ
て
乗
車
定
員
十
人
未
満
の
も
の
に
備
え
る
も
の
に
限
る
。）

第
二
条
中
第
四
十
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
の
三

法
第
四
十
一
条
第
十
四
号
の
警
報
装
置
の
う
ち
車
線
逸
脱
警
報
装
置
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
自

動
車
（
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
並
び

に
被
牽け
ん

引
自
動
車
を
除
く
。）で
あ
っ
て
乗
車
定
員
十
人
以
上
の
も
の
及
び
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車

（
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
並
び
に
被
牽け
ん

引
自
動
車
を
除
く
。）で
あ
っ
て
車
両

総
重
量
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
も
の
に
備
え
る
も
の
に
限
る
。）
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